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特定非営利活動法人日本失語症協議会の概要 

 

1. 設立年月日   昭和 58 年 9月 9日    特定非営利活動法人認可 平成 11 年 9 月 9日 取得 

 

2. 活動目的及び主な活動内 

   失語症等の言語障害者団体（主に失語症者・麻痺性構音障害者とする）並びにこれに賛助する団体及び個人によ

って組織し、失語症等の障害者への福祉・医療・保健等の向上に向けての活動並びにこれに必要な事業を行い、

同障害者の言語機能回復や社会復帰を進める活動をしている 

   【主な活動内容】 

    ＊全国大会の実施 

    ＊失語症に関する講演会・講習会の実施 

    ＊機関誌の発行 

    ＊失語症に関する調査研究事業 

    ＊失語症カフェ開催、失語症無料相談会開催 

３．加盟団体数： 79 団体、個人会員数 233 名（令和５年４月現在） 

４、会員数:約 1,500 名（令和５年４月現在） 

５，法人代表：園田 尚美 
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1. 失語症のある人の機能回復について

失語症の回復には、約３年の期間が必要といわれているが、現在、回復期病院では180日の言語リハビリテーションしか実施されず、機能の回復途上で退
院となる。上下肢麻痺のない失語症の人にとっては、回復期病院への転院もできない方もおり、また身体障害者手帳の取得もできず、在宅生活に至り引
きこもる場合が多いという認識がある。

２．就労や社会参加に必要な自立訓練（機能訓練）の認知

介護保険第２号被保険者は、回復期病院退院後は介護通所サービスではなく、障害福祉サービスの自立訓練（機能訓練）事業所で機能を回復させ、

就労や社会参加に有効なリハビリテーションをうけられることが知られていない。

３．介護保険認定の入院中での取得

「３」で示したことは入院中に介護認定が受けられ、退院後介護サービスに半強制的な移行が実施されるが、障害福祉サービスを受ける受給者証

取得までの時間がかかりすぎる。

４．病院関係者、MSW,ケアマネジャー、計画相談員が、高次脳機能障害（失語症）に関して、社会参加には自立訓練（機能訓練）が有効であり、

必要不可欠な訓練であることの認識がない。

５．自立訓練（機能訓練）事業所の実態

地域で、生活しながら受けられる機能訓練事業所は報酬が成果主義であるため、経営が困難を極めている。自立訓練（機能訓練）サービスを

持続可能なものとするために、早急に報酬の体系の見直しが必要である

６・共生型サービスの実施を報酬、経営形態、加算状況など、実態に合わせたものに改善し、患者、事業所と双方にとっ

て有効な利用法にする必要がある。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等（概要）
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令和6年度障害福祉サービス改定に関する意見等（詳細版）
1. 就労や社会参加を必要としている若年失語症の人が、障害福祉サービスの自立訓練や機能訓練を受けるこ

とができなくなっている現状が見える。介護保険サービスにはない自立訓練（機能訓練）を受けていたら、

就労につながった可能性が大いにあり、社会参加の促進もできていたであろうと拝察する場面が多い。介

護保険優先原則ではあるが、障害福祉サービスの必要性を強く勘案していただきたい。NSW、相談支援員、

病院関係者等に、失語症者の社会参加を推進するために、自立（機能）訓練が必要であることを周知する

必要がある。

2. 障害福祉サービス利用に関しては身体障害者手帳（精神保健福祉手帳）だけではなく、障害支援区分によ

るサービスの支給、医師の診断書による決定もしていただきたい。特に、失語症者に関しては、障害者手

帳認定が３・４級しかないため手帳を持たないものが多く、そのため、就労や就学、社会参加をあきらめ

ざるをえない人が多くいる。手帳を持たない軽度の失語症者こそ、就労や社会参加の必要性が強く求めら

れるが、現状は障害者就労もできていない。運よく一般就労をしても、仕事ができないなどの問題もあり

仕事が続いていないのが現状である。障害支援区分や医師の診断書の障害サービスの受給決定が認められ

れば、多くの方が、退院後の早い時期から自立訓練（機能訓練）を受けることができ、失語症者が持つ能

力を大きく伸ばし、復職・就労や、福祉的就労、社会参加が可能となる者が多く出てくると拝察する。

3. 介護保険サービスは入院中に介護認定を受けることができ、退院後すぐに介護保険は利用できる。しかし障

害福祉サービスは障害固定の半年を過ぎてから障害認定を受け、その後に障害者手帳の交付、認定調査を経

たのち、さらに審査会の後にようやく、受給認定を受けることが可能となる。介護保険サービスと障害福祉

サービスを受けることに関して（特に第２号被保険者）は、手続き的な利便性もあり、第2号被保険者が好

むと好まざるとにかかわらず、回復期病院退院後は介護保険サービスに流されていている現状である。 4



４・本来あるべき道筋は、回復期病院退院後は、第２号被保険者の場合は特に、自立訓練（機能訓

練）の必要性や適合性を考慮して、退院直後に特定相談支援員のアセスメントを進める必要があり、

その結果、障害福祉サービスが必要であるのか、介護保険サービスで間に合うのかを判断すべきで

ある。利用者のサービス決定をするためには、介護保険サービスに係る介護支援専門員、障害福祉

サービスに係る特定相談支援員、双方の意見を集約する時間と手間と報酬加算が必要である。

・病院関係者、MSW,介護支援専門員、特定相談支援員等には、回復期病院退院後の高次脳機能障

害者（失語症者）に対する、自立訓練（機能訓練）の必要性を理解・認識していない現状である。

特に、失語症の機能回復には、少なくとも３年が必要（参考資料①）とされるエビデンスもある。

退院後の自立訓練（機能訓練）の必要性をご理解いただきたい。

５・現行、第２号被保険者に関しては、退院後、原則介護保険が優先となっており、医師、ケアマネ

ジャー等と通所リハビリテーションを利用する人が多い。しかしながら高次脳機能障害（失語症）

の方に関しては、退院後は介護保険デイサービスの通所ではなく、自立訓練（機能訓練）事業所に

よる通所リハビリを利用する方がより有効でかつ効果的なリハビリテーションを受けることができ

る。機能訓練に関するサービス事業所を創設することで、地域で生活をしながらの「リハビリテー

ション」が整備されることになる。利用者にとって、夫々に適した効果的なリハビリテーションを

選択できるような制度が必要である。
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※特に、言語機能訓練に関しては、標準期間を超える支給決定の取り扱いに関して考慮をお願い
したい。

機能訓練期間は、一年半の標準期間が設定されているが、障害者一人に対して、身体と失語症の
障害を合わせ持っていると人でも、1回のみの利用原則に伴い、身体麻痺等で機能訓練を規定期間

受給してしまうと、失語症の機能訓練が受給できない。身体の訓練は理学療法士、作業療法士で
あるが、別事業所で実施される言語機能の訓練は言語聴覚士が集中的に携わる全く別の形の機能
訓練であり、期間延長が必要である。この点の改善を強く求め、同じ身体障害ではあるが、改善
のために長期間必要となる言語機能訓練に関しては、審査会のご高配をいただき利用できる身体
障害者の機能訓練サービスを一人1回のみの原則の例外としていただきたい。。

身体訓練

言語訓練

1年半の期間を分割
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６・障害福祉サービス事業所の経営維持については、現在の障害福祉サービスの報酬が完全成果報酬

となっており、多くの自立訓練（機能訓練）事業者は、経営を継続することが非常に困難となって

いる。多くの機能訓練所の通所人数は一桁止まりであるが、たとえ通所人数が少なくても、人件費、

家賃等、さまざまな維持費が必要である。定員規模に応じた基本料金を定め、そのうえで通所人数

を歩合制として定めるなどの工夫が必要不可欠である。特に若年失語症者の就労、就学、社会参加

には、自立訓練（機能訓練）の重要性を強く指摘し、その重要性を加味した自立訓練（機能訓練）

報酬加算も必要である。また、機能訓練事業所に関してのみであるが、医療リハビリ専門職（理

学・作業・言語）の配置が義務付けられており、その上での看護師の設置は不要であると拝察する。

７・共生型サービスの報酬及びサービス形態は、事業採算性を十分に考慮していただきたい。障害福祉サー

ビス事業所が実施する場合には、障害福祉サービスの報酬形態に准じることが共生サービスの普及に必要

である。
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定
に関する意見等に係る

添付・参考資料

特定非営利活動法人日本失語症協議会
理事長 園田尚美

9



特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
失
語
症
協
議
会
顧
問

茨
城
県
立
健
康
プ
ラ
ザ
管
理
者

大
田
仁
史
先
生
要
望
書

10



11



12



13



日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
施
設
協
会
資
料
か
ら

14



公
益
社
団
法
人
日
本
脳
卒
中
協
会

患
者
家
族
委
員
会
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
資
料
か
ら

15


